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告 示

�愛媛県告示第３１０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

、医療機関を次のように指定した。

平成１８年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３１３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

指定した医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１８年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３１１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関が、名称を次のように変更した。

平成１８年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３１２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関の所在地名が、次のように変更された。

平成１８年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

おち内科循環器
科

医療法人
おち内科循環器
科

伊予郡松前町大字大溝
５０８番地１２

平成１８年
１月１日

た く ぼ 眼 科 医療法人
た く ぼ 眼 科

今治市南宝来町三丁目
２番地９

平成１７年
１２月１日

清 岡 眼 科 医療法人
清 岡 眼 科

宇和島市御幸町二丁目
５番５号

平成１８年
１月１日

クリニック山崎
内科

医療法人
クリニック山崎

四国中央市川之江町２９
７８－１プライムビル１
階

平成１８年
１月１日

メディコ２１薬局
・重信店

株式会社
メディコ・二十
一

東温市野田三丁目１－
１３

平成１８年
２月２日

� 目 次 �
告 示

○ 医療機関の指定………………………………………………………１６１

○ 指定医療機関の名称の変更…………………………………………１６１

○ 指定医療機関の所在地名の変更……………………………………１６１

○ 指定医療機関の廃止の届出…………………………………………１６１

○ 介護機関（居宅介護事業者）の指定………………………………１６２

○ 指定介護機関（居宅介護事業者）の変更（２件）………………１６２

○ 指定介護機関（居宅介護事業者）の廃止の届出…………………１６３

○ 公有水面埋立工事のしゅん功認可（２件）………………………１６３

○ 道路の供用開始（県道美川松山線）………………………………１６４

○ 道路の区域変更（県道論田袋口線）………………………………１６５

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………１６５

○ 道路の区域変更（県道奥浦白浦線）………………………………１６５

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………１６５

○ 道路の区域変更（県道猿鳴平城線）………………………………１６６

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………１６６

○ 都市計画の変更（一部変更）………………………………………１６６

公 告

○ 二級建築士試験及び木造建築士試験の施行………………………１６６

医 療 機 関 の 名 称 開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称
所 在 地 変 更 年 月 日

旧 新

今井皮膚科泌尿器科 今井皮膚泌尿器科医院 今 井 達 二 今治市共栄町二丁目１－２４ 平成１５年７月１日

医 療 機 関 の 名 称
開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称

所 在 地 名
変 更 年 月 日

旧 新

伊藤医院 伊 藤 蔦 子 上浮穴郡美川村有枝３０４の
第１

上浮穴郡久万高原町有枝３１
８８番地 平成１６年８月１日

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
廃 止
年 月 日

モリオカ歯科砥
部診療所

医療法人
モリオカ歯科

伊予郡砥部町千足１６１
番地

平成１７年
２月１日

足立歯科医院 医療法人
足立歯科医院

伊予郡松前町大字大間
字伽羅１６５番地

平成１７年
７月１日

毎週（火・金）曜日発行 第１７４０号 平成１８年３月７日

平成１８年３月７日火曜日 第１７４０号

愛 媛 県 報

１６１
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�愛媛県告示第３１４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した

。

平成１８年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３１５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業

を行う事業所の名称が次のように変更された。

平成１８年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３１６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業

を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１８年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

おち内科循環器
科 越 智 隆 明 伊予郡松前町大字大溝

５０８番地１２
平成１８年
１月１日

吉 田 医 院 吉 田 陸 朗 南宇和郡愛南町船越７４
０－２

平成１７年
１０月１日

た く ぼ 眼 科 田 窪 一 徳 今治市南宝来町三丁目
２番地９

平成１７年
１２月１日

渡部歯科医院 渡 部 幸 男 今治市菊間町浜６８ 平成１７年
１２月２５日

中 川 医 院 中 川 久仁男 宇和島市恵美須町二丁
目５－９

平成１７年
１０月１日

清 岡 眼 科 清 岡 博 士 宇和島市御幸町二丁目
５番５号

平成１８年
１月１日

麻 生 内 科 麻 生 恵 子 新居浜市八幡二丁目１
－１５

平成１７年
７月８日

松木歯科医院 松 木 朝 夫 新居浜市泉宮町６－３１ 平成１７年
１０月２６日

筒井整形外科 筒 井 武 志 西条市大町字弁財天７０
６の４

平成１７年
１１月１日

井久保歯科診療
所 井久保 敦 雄 伊予市双海町上灘甲５６

９０
平成１５年
３月３１日

クリニック山崎
内科 山 崎 柳 一

四国中央市川之江町２９
７８－１プライムビル１
階

平成１８年
１月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人陽成会 今治市朝倉下乙１０２番２ デイサービスリーフガーデ
ンあさくら 今治市朝倉下乙１０２番２ 平成１８年１月２０日

社会福祉法人はぴねす福祉
会

新居浜市若水町一丁目９番
１３号

ケアサポートセンター喜光
地

新居浜市喜光地町一丁目４
番１９号 平成１８年１月１９日

社会福祉法人すいよう会 新居浜市郷甲６８７番地 認知症専用デイサービスセ
ンター「和が家」 新居浜市郷三丁目１６番７号 平成１８年１月２６日

有限会社リベット 西条市小松町南川甲２３６番
地１

デイサービスセンター池さ
ん

西条市小松町南川甲２３６番
地５ 平成１８年１月１８日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社ひまわりの郷 新居浜市大生院１５４－３

（変更後）
認知症対応型共同生活介護
事業所まごころケアー

新居浜市大生院１５４－３ 平成１７年１０月１１日
（変更前）
痴呆対応型共同生活介護事
業所まごころケアー

愛 媛 県 報平成１８年３月７日 第１７４０号

１６２
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�愛媛県告示第３１８号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、今治市役所にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１８年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

今治市

今治市別宮町一丁目４番地１

代表者 今治市長 越智 忍

今治市大西町脇１０３２番地１

２ 埋立区域

� 位置

今治市宮窪町宮窪２７７７番から同２８２２番９までの地先公

有水面

� 区域

次の１点から１８点までを順次直線で結んだ線並びに１８

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋

３．８４メートル）の陸と公有水面との接する線により囲ま

れた区域

基点（国土地理院四等三角点・天王）は、北緯３４度１０

分１３秒４８１２、東経１３３度０４分３８秒１９２３の地点

１点は、基点から真北３５８度３４分０１秒５６０．５１７メート

ルの地点

２点は、１点から真北７１度３１分２８秒７．５７６メートルの

地点

３点は、２点から真北７０度２６分５２秒４．４７６メートルの

地点

４点は、３点から真北１２０度５２分３１秒２２．５２８メートル

の地点

５点は、４点から真北１６２度３６分５６秒１０．０２０メートル

の地点

６点は、５点から真北２５２度１８分０６秒３．７１３メートル

の地点

７点は、６点から真北１６２度２６分０５秒１５．４３７メートル

の地点

８点は、７点から真北２５２度４９分１１秒２．００７メートル

の地点

９点は、８点から真北１６２度２８分２７秒１４．６１１メートル

の地点

１０点は、９点から真北７２度３１分３４秒１．９９８メートルの

地点

１１点は、１０点から真北１６２度３３分０２秒２９．８９６メートル

の地点

１２点は、１１点から真北２５２度２３分２７秒１．９９６メートル

の地点

１３点は、１２点から真北１６２度３６分１３秒１４．５８６メートル

の地点

１４点は、１３点から真北７３度１１分４１秒１．９６８メートルの

地点

１５点は、１４点から真北１６２度２９分１０秒１５．４８１メートル

の地点

１６点は、１５点から真北７１度５４分００秒３．６７９メートルの

地点

１７点は、１６点から真北１６２度３７分４７秒１９．６５８メートル

の地点

１８点は、１７点から真北２４５度３５分００秒２４．９２０メートル

の地点

�愛媛県告示第３１７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護

事業を次のように廃止した旨の届け出があった。

平成１８年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社シンコー 広島県福山市松永町五丁目
５番２５号 ハートフルケアホーム青空

（変更後）
今治市南高下町二丁目２番
６７号

平成１６年１１月１日
（変更前）
今治市南高下町二丁目１６１０
番地３

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人北辰会 西条市氷見兵４７７ まなべ病院指定訪問介護事
業所 西条市氷見兵４７７ 平成１７年８月３１日

社会福祉法人双海夕なぎ荘 伊予市双海町上灘５２６９－１ 指定訪問入浴介護事業所双
海夕なぎ荘 伊予市双海町串甲３６７０－１６ 平成１７年１０月３１日

愛 媛 県 報平成１８年３月７日 第１７４０号

１６３
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� 面積

３，６１４．３４平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成８年４月１８日 愛媛県指令河第１５２号

４ しゅん功認可年月日

平成１８年３月７日

�������
�愛媛県告示第３１９号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、今治市役所にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１８年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

今治市

今治市別宮町一丁目４番地１

代表者 今治市長 越智 忍

今治市大西町脇１０３２番地１

２ 埋立区域

� 位置

今治市宮窪町宮窪２７７６番２から同７８７９番２までの地先

公有水面

� 区域

次の１点から２６点までを順次直線で結んだ線並びに２６

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋

３．８４メートル）の陸と公有水面との接する線により囲ま

れた区域

基点（国土地理院四等三角点・天王）は、北緯３４度１０

分１３秒４８１２、東経１３３度０４分３８秒１９２３の地点

１点は、基点から真北２１度２２分３７秒２９４．６５６メートル

の地点

２点は、１点から真北６１度５５分０３秒４．０７０メートルの

地点

３点は、２点から真北３３２度０７分３３秒４．０１０メートル

の地点

４点は、３点から真北２４２度１０分０１秒３．７１８メートル

の地点

５点は、４点から真北３３２度０２分４０秒１１．１５０メートル

の地点

６点は、５点から真北２４２度０１分０５秒１．９３５メートル

の地点

７点は、６点から真北３３１度５７分２９秒１４．６１１メートル

の地点

８点は、７点から真北６２度４４分２９秒１．９５８メートルの

地点

９点は、８点から真北３３２度０２分４５秒２４．４９８メートル

の地点

１０点は、９点から真北２４２度４９分３６秒１．９７９メートル

の地点

１１点は、１０点から真北３３２度０２分４０秒１４．５７８メートル

の地点

１２点は、１１点から真北６２度３８分４４秒１．９８０メートルの

地点

１３点は、１２点から真北３３２度０２分４４秒１１．６３９メートル

の地点

１４点は、１３点から真北３４７度１２分０７秒１１．６５１メートル

の地点

１５点は、１４点から真北２５７度０４分１３秒１．９８４メートル

の地点

１６点は、１５点から真北３４７度１３分４５秒１４．５５３メートル

の地点

１７点は、１６点から真北７６度２２分４１秒１．９７８メートルの

地点

１８点は、１７点から真北３４７度１２分１３秒２４．５１５メートル

の地点

１９点は、１８点から真北２５７度４９分０８秒１．９４７メートル

の地点

２０点は、１９点から真北３４７度０９分３４秒１４．５７４メートル

の地点

２１点は、２０点から真北７７度２４分３９秒１．９５９メートルの

地点

２２点は、２１点から真北３４７度１２分１６秒１１．１５７メートル

の地点

２３点は、２２点から真北７７度１５分５６秒３．７１５メートルの

地点

２４点は、２３点から真北３４７度０４分１３秒１４．３５４メートル

の地点

２５点は、２４点から真北２４５度２６分１３秒２４．８３６メートル

の地点

２６点は、２５点から真北２４５度２５分３９秒１．９５５メートル

の地点

� 面積

５，４３６．２３平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成５年３月３１日 愛媛県指令４河第１９１号

４ しゅん功認可年月日

平成１８年３月７日

�愛媛県告示第３２０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛 媛 県 報平成１８年３月７日 第１７４０号
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�愛媛県告示第３２１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３２２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 美川松山線
上浮穴郡久万高原町有枝２８３６番２から

同町有枝２８１８番まで
平成１８年３月７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 論田袋口線
喜多郡内子町立山５４７番１地先から

同町立山４７８番７まで

旧 ４．１～８．８
２０．５～８４．０

０．２４３
０．２０４

新 ２０．５～７９．０ ０．２０４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 論田袋口線
喜多郡内子町立山５４７番４から

同町立山４７８番７まで
平成１８年３月７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 奥浦白浦線
宇和島市吉田町奥浦字中浦甲２１０番２地先から

同町奥浦字奥ノ谷３８７番２７地先まで

旧 ３．０～３３．６ ０．３２２

新 ３．０～３３．６
１６．６～７１．０

０．３２２
０．２２０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 奥浦白浦線
宇和島市吉田町奥浦字中浦甲２１０番２地先から

同字甲２４２番１地先まで
平成１８年３月７日

愛 媛 県 報平成１８年３月７日 第１７４０号
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�愛媛県告示第３２７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定

に基づき、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成１８年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

東予広域都市計画臨港地区 新居浜臨港地区

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 新居浜市惣開町、大江町、港町、菊本

町一丁目、菊本町二丁目、垣生三丁目

、多喜浜及び黒島の各一部

� 削除する部分 新居浜市中須賀町二丁目、港町及び阿

島の各一部

�公 告

二級建築士試験及び木造建築士試験の施行について

建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第１３条の規定により、

平成１８年二級建築士試験及び木造建築士試験を次のとおり施

行する。

なお、試験の実施に関する事務は、財団法人建築技術教育

普及センターに行わせる。

平成１８年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の施行日時

� 二級建築士試験

ア 学科の試験

平成１８年７月２日（日）午前１０時から午後５時１０分

まで

イ 建築設計製図の試験

平成１８年９月２４日（日）午前１１時３０分から午後４時

まで

� 木造建築士試験

ア 学科の試験

平成１８年７月２３日（日）午前１０時から午後５時１０分

まで

イ 建築設計製図の試験

平成１８年１０月８日（日）午前１１時３０分から午後４時

まで

２ 試験の場所

� 二級建築士試験

ア 学科の試験

松山市文京町３ 愛媛大学

イ 建築設計製図の試験

松山市文京町３ 愛媛大学

� 木造建築士試験

ア 学科の試験

松山市文京町３ 愛媛大学

イ 建築設計製図の試験

松山市文京町３ 愛媛大学

３ 受験申込手続

� インターネットによる受験申込み

インターネットによる受験申込みについては、平成１６

年以降に二級建築士試験又は木造建築士試験の受験申込

みをした者のうち、それぞれこれらの試験の申込みに必

要な個人情報の使用について、あらかじめ承諾をしてい

�愛媛県告示第３２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３２６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 猿鳴平城線
南宇和郡愛南町中浦９５番５から

同町中浦２４番２まで

旧 ４．４～１０．８ ０．０９７

新 １０．８～１５．２ ０．０９７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 猿鳴平城線
南宇和郡愛南町中浦９５番５から

同町中浦２４番２まで
平成１８年３月７日

愛 媛 県 報平成１８年３月７日 第１７４０号

１６６



る者に限り行うことができる。

平成１８年４月１日（土）午前１０時から７日（金）午後

４時までの間に、財団法人建築技術教育普及センターの

ホームページ（http://www.jaeic.jp/）において、必要
な事項を入力して申し込むこと。

� 受付場所における受験申込み

ア 受験申込書は、平成１８年４月１０日（月）から１４日（

金）までの午前１０時から午後４時までの間に、イ�に
掲げる提出先に直接提出すること。ただし、やむを得

ない理由があると認められる場合においては、同日ま

での消印があるものに限り、郵送による提出を受け付

ける。

郵送による場合は、受験申込書に直接提出すること

ができないことを証する書面を添え、所要の郵便切手

をはったあて先明記の受験票返送用封筒を同封し、必

ず書留速達郵便で送付すること。

イ 受験申込書の請求先及び提出先

� 請求先

社団法人愛媛県建築士会（松山市二番町四丁目１

番５号 愛媛県建築士会館内）

� 提出先

社団法人愛媛県建築士会（松山市二番町四丁目１

番５号 愛媛県建築士会館内）

４ 建築設計製図の課題

平成１８年６月２１日（水）（予定）から財団法人建築技術

教育普及センター中国四国支部（広島県広島市中区大手町

二丁目１１番１５）及び社団法人愛媛県建築士会の事務所に掲

示するとともに、学科の試験の試験場に掲示する。

５ 学科の試験の合格通知

平成１８年９月５日（火）（予定）付けで通知する。

６ 合格発表

平成１８年１２月７日（木）（予定）付けの愛媛県報で公告

する。

愛 媛 県 報平成１８年３月７日 第１７４０号

１６７



古紙配合率100％再生紙を使用しています 

平成１８年３月７日 印刷
平成１８年３月７日 発行
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